
 　　　柏市ふるさと寄附金事業業務委託仕様書
　　　 ※仕様書は契約候補者の提案に基づいて協議のうえ決定する
１　件名

柏市ふるさと寄附金事業業務委託

２　実施場所

本市が指定する場所
３　業務の目的

　　本業務は，ふるさと納税制度を活用し，本市の取り組みを応援いただける方を広く募るとともに，本市のシティプロモーションに資する返礼品を贈呈することで，多くの方に本市の魅力を感じていただくことを目的とするもの。

４　業務委託期間

　令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで
５　業務の内容

　　業務の受託者（以下「受託者」という。）が行う業務は，以下のとおりとする。

　(1) 柏市ふるさと寄附金に係る寄附情報の管理に関すること。
　(2) 返礼品協力事業者への発注及び返礼品配送管理に関すること。

　(3) 返礼品協力事業者への支払いに関すること。

　(4) 各種書類の送付に関すること。
　(5) 本市の魅力をＰＲできる返礼品の開拓，企画等に関する各業務を行うこと。
　(6) 本市のふるさと寄附金事業に関する経費管理に関すること

　(7) 本市が利用する各ふるさと納税ポータルサイト（以下「ポータルサイト」と言う）の管理運営に関すること

　(8) 柏市まちづくりのためのふるさと寄附金のプロモーションに関すること。

　(9) 寄附者等からの問い合わせ等への対応に関すること。
　(10)返礼品協力事業者及び市内事業者に対する説明会の実施または個別説明会を実施すること。

　(11)その他柏市ふるさと寄附金関係業務に関すること。
６　業務の詳細

　(1) 柏市ふるさと寄附金に係る寄附情報の管理に関すること。

　　ア　発注者が指定するポータルサイトにおいて新規の返礼品の登録および既存返礼品の変更，在庫管理等の運用を行うこと。なお，発注者が新たなポータルサイトを追加する場合は，本市が契約を締結するものとする。
　　イ　寄附の申込情報を管理するシステムは，本市の利用が可能であること。

　　ウ　クレジットカード決済，銀行振込，郵便振替等の入金状況を管理すること。

　　エ　本市が契約している運用寄附受付サイト以外を経由した寄附の申し出に対する対応が可能であること。

　　オ　寄附金額及び寄附件数等，本市が定める項目について，毎月報告を行うこと。
　(2) 返礼品協力事業者への発注及び返礼品配送管理に関すること。

　　ア　本市が指定した価格で返礼品協力事業者と返礼品に関する調整を行い，返礼品の発注及び管理を行うこと。ただし，既に登録している返礼品については，現在の価格での発注及び管理を行うこと。

　　イ　返礼品配送状況の管理を行うこと。

　　ウ　返礼品協力事業者への発注は，寄附金の入金が確認でき次第，最低月２回は行うこと。

　　エ　寄附者が返礼品の配送先・受取日時を指定できること。ただし，返礼品を提供する事業者又は，返礼品そのものが不測の事態等により受取日時の指定に対応できない場合はこの限りではない。

　　オ　返礼品の発送予定，発送完了等について，寄附金の入金から返礼品の到着までに関する情報を，確認できるようにすること。

　　カ　本市及び返礼品協力事業者との各種調整を十分に実施すること。
　　キ　返礼品の配送にあたっては，配送料が安価になるよう常に工夫をすること。
　　ク　配送単価については，商材ごとの配送先地域及び梱包サイズごとの料金一覧表を本市に提出すること。
　　ケ　返礼品の配送について，寄附者に対して配送に関する情報を事前にメール等で通知すること。
　(3) 返礼品協力事業者への支払いに関すること。

　　　(2)のアで行った発注について，返礼品協力事業者の出荷実績に基づき，返礼品代を返礼品協力事業者へ支払うこと。
　　　受託者は，返礼品提供事業者へ毎月支払った返礼品代金について，支払い後翌月末までに本市へ報告し，確認を受けた上で請求する。本市は，請求を受理した日から 30 日以内に受託者の指定する口座に請求額を振り込むものとする。なお，返礼品代金の振込手数料は，受託者が負担するものとする。
　(4) 各種書類の送付に関すること。

　　ア　寄附検討者から申出書及び返礼品カタログの送付希望があった場合は対応すること。
　　イ　寄附申込時に決済方法を「郵便振替」にした寄附者には申込内容を印字した郵便振替払込取扱票を郵送すること。
ウ　お礼状及び寄附金受領証明書，ワンストップ特例申請書を作成し，寄附者へ本市の販促物等を同封して送付すること。
エ　発送後，本市に住所不明等で戻ってきた書類については電話等による住所確認作業を行い，すみやかに再発送すること。
　　オ　様式（レイアウト）については，本市と協議，調整すること。

　(5) 本市をＰＲできる返礼品の開拓・企画等に関すること。

　　　本市のＰＲにつながる魅力ある返礼品（物産や体験型ツアー等）を｢柏市ふるさと寄附金に伴う返礼品協力事業者募集要項｣に基づき，発掘，提案，企画すること。また，返礼品協力事業者との交渉も行うこと。
　(6) 本制度のプロモーションに関すること。

　　ア　寄附受付サイトにおいて本市，寄附する事業（項目）の内容及び本市の魅力が伝わる返礼品を紹介し，その更新等を行うこと。その際，必要に応じて本市及び返礼品協力事業者への取材，掲載内容の確認，その他必要な情報収集等を行うこと。

　　イ　各種媒体を活用したＰＲの実施が可能であること。

　　ウ　本市の要請に応じて，寄附の増加に繋がるような魅力的な返礼品のカタログ等を紙及び電子データで作成すること。ただし，作成に係る経費についてこの仕様書の委託費とは別に費用が発生する場合は，本市と協議を行い別に契約を行うこと。
　(7) ポータルサイト管理運営に関すること
　　ア　ポータルサイトの自治体紹介ページの作成，掲載情報の更新，修正，充実等の管理運営を適切に行うこと（クラウドファンディング含む）
　　イ　寄附者に対し，寄附の受付及び配送に関する通知を行うこと
　　ウ　返礼品の掲載に際しては，本市が承認した返礼品提供事業者から必要な情報（画像データ等）の提供を受け，必要に応じて写真撮影，写真加工（文字入れ等），返礼品の紹介文の作成等について，寄附者に対し効果的にＰＲできるように内容を充実させること

　　エ　大規模災害等が発生した場合において，災害支援の寄附金を円滑に受け入れることができるよう，迅速かつ臨機応変に対応すること
　　オ　返礼品の配送が円滑に行われるよう，返礼品提供事業者との連絡を徹底した在庫管理を行うとともに，寄附機会の損失を防ぐため，各ポータルサイト間での適切な在庫配分を行うこと。
　(8) 寄附管理システムの管理運営に関すること
　　ア　本市が利用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附について，寄附者，寄附金，及び返礼品等に関するデータ等を，寄附管理システム（以下，「システム」と言う）を用いて，一元的に管理すること
　　イ　システムは，現行システム（株式会社Workthyのシステムを利用）とする。ただし，他のシステムを導入する場合には，本市と協議の上，対応を決定すること。
　　ウ　寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合においても，申込状況，納付状況及び返礼品の申込みに関する各種情報について，本市が個別に入力できるようにし，寄附金納付後に必要となる業務については，ポータルサイトを経由した場合と同様に受注者が実施し，システムにより管理できるようにすること。
　　エ　管理する情報について各種条件での検索，集計等が可能な機能を提供すること。

　　オ 寄附申込状況，寄附金の納付状況及び返礼品の配送状況などの寄附申込に係る進捗状況等について，システムを通じて本市がその情報を確認できること。また，本市において統計資料作成等を行うため，簡易に加工できるようシステムからＣＳＶ形式等でのデータ出力が可能であること。

　　カ 寄附金額，寄附件数及び寄附者属性等とともに，寄附の動向について分析を行い，その結果について定期的に本市に対して報告を行うこと。その頻度・方法等については本市と協議の上決定するものとする。

　　キ 利用するポータルサイトから受け付けた寄附について，原則として寄附申込受付日の翌日までにシステムへデータの取込作業を行うこと。（土・日・祝日については本市の翌開庁日まで。ただし年末年始を除く。）

　　ク システムの利用及びシステム内の情報管理にあたっては，個人情報の漏えいがないよう，その取扱いには十分留意すること。
　(9) 寄附者等からの問い合わせ等への対応に関すること。

ア　コールセンター（電話，電話，FAX 及びメール）を設置し，利
用するポータルサイト等において問い合わせ方法を明示するものとする。なお，対応時間，祝日等を除く月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時までを基本とする。ただし，年末・年始の繁忙期については，本市と協議の上，人員を増員し，受付時間の延長や休日等の対応を行うこと。）を設置すること。
　　イ　返礼品の詳細についての問い合わせに対応すること。
　　ウ　返礼品の発送状況についての問い合わせに対応すること。

　　エ　返礼品に関する苦情・事故への対応すること。

　　オ　返礼品に関する苦情については，すみやかに状況の確認を行い，必要と認められる場合は，返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど，苦情の解消に向けた調整を行うとともに，適宜，本市に報告を行うこと。
　(10) その他柏市ふるさと寄附金関係業務に関すること。

　　ア　受託者が有するその他のふるさと納税に関するサービスで，活用できるものがあれば，提案すること。

　　イ　受託者は，委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保存すること。
    ウ　配送対応が出来ない事業者に対して，配送業務代行等の対応を手配または行うこと。
　　エ　受注者は，当該月に実施した業務内容について，原則翌月までに実績報告書を本市へ提出し，本市は検収するものとする。提出にあたっては，返礼品調達費及び配送料の根拠として，毎月の返礼品提供事業者の出荷実績を集計の上，返礼品提供事業者名，返礼品名称，発送数量，送料等の内訳が分かる明細を添付すること。また，受領証明書等の発行・発送料及びワンストップ特例申請に関する郵便料の内訳がわかる明細を添付すること。なお，その他の報告事項（寄附者から寄せられた苦情，寄附金額，寄附件数及び寄附者属性等寄附の動向についての分析，返礼品の提案，プロモーションに関する業務の具体的内容及び効果の分析結果等）に係る報告の頻度・方法等には原則月に１回，本市庁舎にて行うものとする。
　７　委託料
　　(1) 基本委託料

　　　ア 寄附金額（実績額）に対する一定割合とする。

　　　イ 本項⑵～⑸に記載する経費を除き，本委託業務の履行に必要な　　
経費。ただし，本市が直接契約する各ポータルサイト利用にかかる経費及びクレジット決済等にかかる経費等はこれに含まない。

　　(2) 返礼品調達費

　実際に返礼品の調達にかかった費用。なお，寄附１件あたりの調達費は，当該寄附金額，梱包代等の諸経費並びに消費税及び地方消費税相当額を含む。

　　(3) 返礼品配送料

 実際に返礼品の発送にかかった費用。消費税及び地方消費税相当額を含む。

　　(4) 受領証明書等の発行・発送料
　 寄附者への受領証明書等（お礼状及びワンストップ特例申請書　を含む）の発行及び発送にかかる費用。

　　(5) ワンストップ特例申請郵便料

　　　　ワンストップ特例申請に要する郵便料。
８　再委託の禁止

　　本業務の全部又は一部を再委託することは原則認めない。ただし，業務の一部を再委託することに関し，書面により本市の承諾を得た場合は，この限りではない。

９　契約方法

　　単価契約
１０　支払方法

　(1) 受託者は，返礼品提供事業者へ毎月支払った返礼品代金について，支払い後翌月末までに本市へ報告し，確認を受けた上で請求する。本市は，請求を受理した日から 30 日以内に受託者の指定する口座に請求額を振り込むものとする。
　(2) 返礼品代及びその送料並びに書類発送に要する切手代等は実費によるものとし，委託料に準じて支払うものとする。

１１　報告及び検査

　　本市は必要があると認めるときは，受託者に対して，委託業務の履行状況その他必要な事項について，報告を求め，検査することができる。

１２　情報セキュリティの確保及び個人情報の保護

　　受託者は，本業務の履行に当たり個人情報を含む本市の情報資産の取り扱いについて，情報セキュリティの重要性を認識し，情報資産の漏えい，紛失，盗難，改ざんその他の事故等から保護するため，適切な管理を行うこと。これは，契約の解除又は業務履行完了後においても同様とする。

　　受託者は，秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らし，また不正な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とする。なお，個人情報等の取扱いについては，別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
１３　業務の引継ぎ

　(1) ４の業務委託期間の前の年度（以下「前年度」という。）に本業務を受託しておらず，新たに本業務を受託する場合には，本業務の継続性を維持するために前年度の受託者から業務の引継ぎを受けること。また，受託者の変更に伴う混乱が生じないよう，返礼品協力事業者に対して説明会を実施すること。
　(2) ４の業務委託期間の次の年度（以下「次年度」という。）に本業務を受託しない場合は，次年度に新たに本業務を受託する事業者が円滑に業務を開始できるよう十分な引き継ぎを実施すること。
１４　その他

　(1) 本仕様書に記載のない事項その他業務の履行上必要な事項については，本市と協議を行い，本市の指示に従うものとする。

　(2) 本業務において作成した成果品の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）及び所有権は本市に帰属するものとする。
１５　担当者

　　商工・観光担当　後藤，渋谷
　　連絡先　柏市経済産業部商工観光課
　　郵便番号　２７７－８５０５

　　住　　所　千葉県柏市柏五丁目１０番１号

　　電話番号　０４－７１２８－４７８０
